
プログラムの構成

①青壮年層に対する取組

②高齢者に対する取組

3　糖尿病性腎症重症化予防プログラムの対象者の考え方 （４）データヘルス計画等各種計画を踏まえた事業展開

第２章　糖尿病性腎症重症化予防プログラム

1　実施にあたっての考え方

２　医療保険者と医療等との連携について

第３章　糖尿病性腎症重症化予防プログラム

①健診受診者

②健診未受診者

（４）介入方法

　 ①受診勧奨

２　受診勧奨及び保健指導対象者の抽出と介入方法 ②保健指導

４　プログラムの評価

（２）方法

（３）評価指標の例

（４）評価結果の活用

５　個人情報の取扱い

（１）かかりつけ医と専門医の連携の必要性について

（２）かかりつけ医と専門医の医療連携のめやす

（４）自治体が行う事業評価（例） ２　医療保険者と医療等との連携について

（１）市町村の役割 （１）市町村の役割　　　　他の保険者との保健事業との連携

（２）富山県後期高齢者医療広域連合の役割 （２）富山県後期高齢者医療広域連合の役割　※一部改変

（３）富山県医師会の役割 市町村等の取組に対する協力

（４）富山県糖尿病対策推進会議の役割 （４）その他の医療関係団等の役割

（５）県の役割 （５）富山県糖尿病対策推進会議の役割

（６）富山県保険者協議会の役割 （６）県の役割　　※一部追加

（７）富山県国民健康保険団体連合会の役割 （７）富山県保険者協議会の役割　　

（８）富山県国民健康保険団体連合会の役割　　※一部追加

資料２－２富山県糖尿病性腎症重症化予防プログラム骨子（案）について

（３）富山県医師会・郡市医師会の役割　

富山糖尿病性腎症重症化予防プログラムの現行と新プログラム（案）比較

＜現行プログラム＞ ＜新プログラム（案）＞
第１章　糖尿病性腎症重症化予防プログラムの概要 第１章　糖尿病性腎症重症化予防プログラムの概要

（2）　糖尿病患者等の現状

２　関係機関等との連携体制

（２）糖尿病性腎症重症化予防プログラム

２　目的 ２　糖尿病性腎症重症化予防プログラムの基本的考え方

（１）糖尿病の重症化予防 （１）プログラムの目的

令和７年度
富山県透析患者等発生予防推進事業連絡協議会

（２）プログラムの性格（留意事項）

（１）対象者に行う基本的な取組

（３）年齢層を考慮した取組の推進

第２章　糖尿病の重症化予防

1　改定の背景 1　はじめに

（1）　糖尿病性腎症重症化予防プログラム改定の背景 （1）　富山県における糖尿病性腎症の現状

（２）　これまでの糖尿病性腎症重症化予防の取組

（１）目的

第３章　糖尿病の重症化予防

1　糖尿病の重症化予防における連携体制について

1　糖尿病の重症化予防における連携体制について

1　実施にあたっての基本的考え方

２　対象者の抽出と介入方法の考え方

（１）対象者抽出の考え方

（１）糖尿病性腎症重症化予防プログラム（国）の条件

（２）かかりつけ医との連携

（２）富山県糖尿病性腎症重症化予防プログラムの考え方

（３）専門職の関与

（３）対象者の抽出基準（推奨基準）

（４）事業評価の実施等

（１）受診勧奨対象者の抽出基準（推奨基準）

（２）受診勧奨の方法

（３）保健指導対象者の抽出基準

（１）抽出基準

令和８年３月25日（水）

（２）受診勧奨の方法

（２）実施方法

（３）保健指導対象者の抽出基準

（４）保健指導の方法

＜参考＞かかりつけ医と専門医との医療連携のめやす

（１）受診勧奨対象者の抽出基準

（２）プログラムにおける糖尿病性腎症の定義

３　後期高齢者医療の対象者の抽出と介入方法

３　後期高齢者医療の対象者の抽出と実施方法

（３）中長期的な評価項目

（４）保健指導の方法

２　医療機関等との連携体制について

第４章　糖尿病重症化予防の推進体制 第４章　糖尿病重症化予防の推進体制

１　関係機関の役割 １　関係機関の役割

４　プログラム実施の評価

（１）糖尿病未治療者、治療中断者：受診勧奨実施後の評価項目

（２）保健指導の評価項目

順番変更

新

新

国プログラムを
踏まえ項目の
新設・組み換え

国プログラムを
踏まえ、項目の
新設・組み換え

国プログラムを
踏まえ項目の新設

新

新

新

拡

新

新

拡

拡

拡

拡

拡

新

新

新

国プログラムを
踏まえ、項目の
新設・変更

項目の
組み換え

後期高齢の
取組を反映

拡


